
 

 

貯金規定の一部改正について 

 

 

標記のこと、下記のとおり貯金規定が一部改正となります。 

 

記 

 

１．改正となる規定 

内容 

普通貯金規定 

総合口座取引規定 

営農貯金規定 

こども貯金規定 

普通貯金無利息型（決済用）規定 

総合口座（普通貯金無利息型）取引規定 

貯蓄貯金規定 

スーパー定期貯金規定（単利型） 

スーパー定期貯金規定（複利型） 

自動継続スーパー定期貯金規定（単利型） 

自動継続スーパー定期貯金規定（複利型） 

大口定期貯金規定 

自動継続大口定期貯金規定 

期日指定定期貯金規定 

変動金利定期貯金規定（複利型） 

自動継続変動金利定期貯金規定（複利型） 

定期積金規定 

財形年金貯金規定 

  

２．主な改正内容 

  ①満期日等が非営業日の場合にかかる改正 

   満期日、中間利払日に指定の貯金口座への入金にかかる記載のある貯金規定について満期日（ま 

   たは中間利払日）が休日の場合は翌営業日に貯金口座へ入金される旨を追記します。 

   

  ②未利用口座管理手数料にかかる改正 

   未利用口座管理手数料の徴収に伴う口座の解約については、未利用口座管理手数料と貯金残高が 

   同額、かつ解約時の精算利息が 0 円の場合には、手数料徴収後の貯金残高が 0 円となり自動解約 

   されるシステム仕様となっているため、記載を見直します。 

  

３．改正日 

令和 6 年 4 月 1 日 

以 上 


